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E
t

諌
案
第
四
十
三
号

三
朝
町
織
員
の
蕗
与
に
関
す
る
条
例
の
7
部
改
正
に
つ
.
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
織
員
の
給
与
に
朋
す
る
廉
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
,
地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
表
の
規
定
に
よ
り
,
本
義
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
†
七
年
六
月
十
六
日

二
二
　
朝
　
町
　
長

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

芳
志
七
空
八
月
望
B
席
奪
可
決
.

三
朝
町
畿
金
蔵
長
名
鵡
典
由
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条
例
第

u EI

三
朝
町
織
員
の
給
与
に
酪
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
強
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
(
暗
和
二
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
五
号
)
の
7
部
を
次
の
よ

う

に

改

正

す

る

｡
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第
九
粂
第
二
項
第
去
号
凌
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

草
　
重
度
心
身
障
害
者

ノ

附
則
に
次
の
7
項
を
加
え
る
.

〃
　
職
員
が
行
政
改
革
を
推
掌
る
た
め
当
面
講
ず
べ
き
措
唐
の
一
環
と
し
て
の
国
の
毎
助
金
等
の
縮
減

､
そ
の
他
の
臨
時
の
特
例
措
麿
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
九
十
三
号
)
第
十
7
粂
第
1
項

の
給
付
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
'
同
条
の
規
定
を
児
童
手
当
法
の
規
定
と
,
当
該
給
付
を
同
法
に

基
づ
く
児
童
手
当
と
み
な
し
て
､
第
九
億
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
｡

附

　

則

I

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
'
第
九
粂
第
二
項
第
五
号
の
改
正
規
定
は
･
昭
和

五
十
七
年
十
月
l
日
か
ら
施
行
す
る
｡


